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経済論叢(京 都大学)第160巻 第5・6号,1997年11・12月

中国中央集権的計画経済体制の形成 と

第一次五カ年計画(2)

李 軍 鋒

1「 一 ・五」計画の手段 とその実施経過

本稿では 「一 ・五」計画の手段,経 過,問 題点を検討する。

五カ年計画の基本任務を実現するため,中 国政府は一連の政策手段を動員 し

た。その主な手段は次の通 りである。

1.工 業建設

工業建設の面では,ソ 連の経済及び技術援助の下に新工業基本建設が強力に

推進されると同時に,既 存企業の潜在力の発揮を強化する方針が採られた。こ

の方針は,「 ・・五」計画の達成にとって重要な意義を持つ ものとなった。

〔D新 工業基本建設

「一 ・五」計画では,5年 間のうちに若干の黒色冶金連合企業,有 色冶金工

場,石 炭坑道,選 炭工場,石 油精製工場,機 械製造工場,自 動車工場,エ ネル

ギー,電 気機械製造工場,化 学.1:場,火 力 ・水力発電所及び若干の軽工業工場

を新設することが謳われていた。新工業基本建設の目標を達成するために,建

築工業部(1952年11月15日 設立,部 長に陳政人),国 家建設委員会(195411一一11

月8日 設立,主 任に薄一波)な ど基本建設管理機構が新設され,基 本建設項目

の計画管理 と実施の強化が図られた。また,大 規模な基本建設が もた らす財政

的,物 資的,技 術的,人 的需要に応えるために,高 度集中的計画管理体制が敷

かれた。例えば資金の面において,政 府は企業利潤ないし償却基金を徴収する
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こ とで,.巨 額 な国 家.財政 資 金 を手 中 に した 。 物 資 供給 にお い て は,物 資 を 「統

一.. 分 配物 資 」(「統 配 物 資 」 又 は 「統 配」),「 郡 衙 物 資 」 帥 央 各 部 管 理 物 資),

「地 方 管 理 物 資 」 に分 け,重 要物 資 の統 一 分 配 制 度 が 実 施 され た 。 技術 の面 に

お い て は,既 存 技 術 者 の 合 理 的 使 用 が 図 られ る と と もに,大 学,専 門学 校 の 規

模 拡大 と新 設,留 学 生 の 派 遣 な ど に よ り,工 業 建設 に必 要 な人 材 の養 成 が 行 わ

れ た 。 ま た1952年8月,政 務 院 と党 中央 軍 事 委 員 会(図1-1参 照)は 工 業 建 設

人 材 を 確保 す る た め に,中 国人 民 解 放 軍 の8陸 軍 師 団 の 兵士 を 一 斉 に復 員 させ,

これ を 建 築 師 団 に編 成 し,国 家 重 点 建 設 項 目 を担 当 させ る こ とを 決定 した1〕。

② 既 存 企 業 の潜 在力 の発 揮

r一 ・五 」 計 画 の 工業 増 産 の 目標 は極 め て高 く設 定 され て い た 。 これ を 達成

す るた め に,中 国 政 府 は 目標 達成 に既 存 企 業 の生 産 力 の 向 上 が 必 須 と考 えて い

1)江 海波 『新中国工業経済史』(1949」0-1957)経 済管理出版社,1984年.452ペ ージ。
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た 。先 ず,既 存 企 業 の生 産 の増 加,原 材料 の 節約 が 励 行 され,部 門 間,企 業 間,

企 業 内部 の協 業,分 業 の展 開 が 推 進 され た 。 さ らに,各 種 規 定,規 律,標 準 及

び科 学 的 管 理 制 度 が 強 化 さ れ,企 業 生 産 責任 制,技 術 責任 制,設 備修 繕 点検 責

任 制,安 全技 術 責 任 制,財 務 責 任 制 な ど責 任 制 が徹 底 され た 。1953年 後 半 か ら

は工 場 長 責 任 制 が 全 国 で尊 人 さ れ た(1956年 中国 共 産 党 第 八 期.全国代 表 大 会 後,

工 場 長 責 任 制 は批 判 さ れ,党 委.員会指 導 ドの工 場 長 責 任 制 に変 わ った)。

「...・・五」 計 画期 に お い てIII国 の工 業 生 産 は大 きな発 展 を遂 げ,社 会i義 的

工 業 の 最 初 の基 盤 が形 成 され た 。 これ につ い て は後 述す る。

2.農 業と手工業及びその他の単独経営経済の社会主義的改造

(1)農 業の社会主義改造

①1953年,III国 政府は過度期の総路線を大いに宣伝する運動を広げるとと

もに,主 要農作物の統一買付 け,統 一販売を行い,食:糧 の定量生産,定 量買付

け,定 量販売に努めた。また,価 格政策,農 業貸付け政策なども実施 し,こ れ

らによって,分 散 した農民単独経営による生産を計画経済の要求する方向へと

置 き換えていった。従来,政 府は購販協同組合を通 じて,農 民が.市場売却した

食糧や綿花のほとんどを支配していたが,そ の一部は依然として農村の白山市

場で販売され,投 機的商人がそれを高価で買い付けていた。そこで政府は,主

要農産物の流通をより一層計画経済に組み込むべ く,1953年 から食:糧と綿花の

統制を開始 した。即ち,農 民はその食糧を.ヒ細分,自 家用,種 子用,家 畜飼料

用を控除した後,す べて国家に売 り渡すことになった。綿花 も同様で,自 家消

費用を除きすべて国家に売却されることになった。このようにして中国政府は

農民を資本主義経済から切 り離 し,彼 らの単独経営経済を計画経済の軌道へと

引き寄せていったのである。

② 農業生産関係について中国政府GT,,1953年12.月 に,農 業集団化の形態を

互助組か ら社会主義初級農業生産協同組合に移行させるという決定を行った。

これにより,初 級農業生産協同組合に加入する農家の全国農家総数に占める比
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率は,1954年6月 の14.2%か ら同年末の593%に 上昇 し,1955年 にはこうした

体制移行が基本的に完了 した2♪。

初級形態の農業生産協同組合の体制が確立した後の1956年1月,中 国政府は,

「1956-1957年全国農業発展要綱(草 案)」 を制定し,初 級農業生産協同組合の

高級農業生産協同組合への移行を開始した。高級農業生産協同組合は生産手段.

の集団所有制を基礎 とするものであって,土 地,役 畜,農 具などは組合員の私

有財産ではなくなり,同 協同組合の集団財産となった。生産手段の集団所有制

の成立に伴 って,農 業生産関係にも大きな変化が生じ,生 産手段に応 じて生産

物の分配が行われるこれまでのや り方が改められ,生 産手段の原価償却,国 家

への納税,組.合 内の公共蓄積に当てる部分を差 し引いた協同組合の全財産が,

各組合員の労働に基づ き分配されるようになった。この変革は,農 業生産協同

組合の半社会主義的集団的所有制経済から社会主義的集団的所有制経済への移

行にほかならなかった。

② 手工業の社会主義的改造

農業の社会主義改造の急速な進展 と並行 して,手 工業の分野での協同組合化

が急速に進められた。1953年,中 国政府は,「積極的な指導,着 実な前進」 と

いう手工業の社会主義改造の方針を貫徹 し,そ の生産関係の改造 を進め,範 囲

を小企業から大企業へ,形 態を初級か ら高級へ と移行させるという態勢で臨ん

だが,1955年 に 「社会主義改造の高まり」のなかで,中 国政府は第五回全国手

工業協同組合会議を開き,手 工業組織形態転換を加速する旨の決定を行った。

その結果,手 ∫1二業生産協同組合は急速な拡充を遂げ,1956年 末には全国の92%

の手工業者が生産協同組合に加入し,生 産額で手工業生産総額の93%を 占める

に至った。ここに全国の手工業の生産協同組合化が実現 したのである㌔

(3>そ の他の単独経営経済(小 商人,行 商人)の 社会主義的改造

1953年 以後,社 会主義経済建設が進み,食 糧その他主要農作物の 「統..一貫

2)111内..一 男ほか 「中国経済の転換』(岩 波講座 ・現代中国)岩 波書店,1989年,6ペ ージ。

3)薩 暮橋 ほか 『中国国民経済の社会主義的改造」外 文出版社,1964年,160ペ ージ。
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付 ・統 一 販 売 」 が 実施 され た。 国営 商 業 と手rl.:業の 販 売 ・購 買 の急 速 な 発展 に

よ らて,小 商 人p行 商 人 は経 済 的苦 境 に立 た され ㊧ 。 そ の た め,国 営 商 業 と手

工 業 の 販 売 ・購 買協 同 組合 を通 じて の商 品 仕.入れ,.あ るい は卸 売 業 務,卸 売 量

限 度 の 引 き下 げ な どに よ り,中 国政 府 は小 商 人,行 商 人 の 商 品 の仕 入れ 面 で の

問 題 を 解 決 す る と と もに,取 次 販 売,代 理 販 売 の 方 法 を と って彼 らの社 会主 義

的 改 造 を 推 し進 め た 。 そ の結 果,1955年 下 半 期 か ら小 商 人,行 商 人 の協 同商 店

が 大 量 に 組 織 さ れ る に至 っ た。

}
.

霧,資本主義的工商業に対する改造

過度期の総路線に基づいて,主 業部面では1953年 の下半期か ら,買 付けの範

囲の縮小 とともに加工 と発注の範囲の拡大が進められた。それに伴い,私 営工

業に対する管理 と監督が強化され,大 ・中規模都市では加工,発 注の管理方法

が定められ,地 方の党委員会の統..・的な指導の下にf,地方政府の各関係部門,

国営企業,労 働組合が協力 し加工,発 注に対する管理体制が強化された。企業

内部で増産 ・節約運動を繰 り広げられ,労 働者による監督が推 し進められた。

農産物の 「統一買付け,統 一販売」,あ るいは1953年 以後の取次販売,代 理

販売の範囲拡大が進められ,こ れらの商品の卸売段階における資本主義性格が

次第に取 り除かれて行った。1953年 から中国政府は,計 画的に国営商業を私営

卸売業にとって代らせるとともに,私 営卸売商店の労働者を国営企業体制の下

に吸収して行った。こうして,商 業の面における国家資本主義の形態 も大幅に

前進することになった。

1954年9月,「 公私合営工業企業暫行条例」が制定され,こ れによって個別

企業の公私合営化が急速に進んだ。これは,運 輸企業や建築企業にも適用され

た。その結果,1954年 末 までに企業数はユ,700,労 働者数は53万 人をそれぞれ

超え,生 産額は50億元を超えた(私 営工業と.公私合営工業全部の33%を 占める

に至 った}%

4)同 上,219ページ。
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さらに,「1954年 憲法」の第玉0条,即 ち,「国家は資本主義的工商業に対 して,

,これを利用,制 限,改 造する政策を執る。国家は国家の行政機関による管理,

国営経済による指導及び労働者による監督を通じて,資 本主義工商業の,国 家

の経済と人々の生活に有益積極的な作用を利用し,国 家の経済と人民の生活に

不利益を もたらすその消極的な作用を制限 し,資 本主義的工商業が.各種の異

なった形態の国家資本主義的経済に転化するのを奨励,指 導し,次 第に資本家

的所有制を全人民的所有制に切 り替える。国家は公共の利益に危害を及ぼし,

社会の経済.秩序 を乱し,国 家の経済計画を破壊する資本家の一切の不法行為を

禁止する」5)という規定に基づいて,中 国政府は全業種にわたる資本主義的工商

業企業の公私合営化を加速 した。1955年10月,中 国政府は中華全国工商業連.合

会実行委員会懇談会を開き,私 営.L商 業の社会主義的改造を加速するよう要求

した。同年の11月 に中国共産党は地方の党委員会代表を招集 して,資 本主義的

工商業に対する改造の問題について会議を開き,全 業種にわたる公私合営化の

構想を打ち出した。次いで中国共産党第七期中央委.員会第七回全体会議(七 期

七回全会)で,「 資本主義的..i:商業改造の問題についての決議(草 案)」 が採択

されたことによって,1956年 末,全 業種にわたる公私合営が基本的に実現 した。

こうして,資 本家の所有する生産手段は国家によって使用され,統 一的に配置

されるようになった。同時に,中 国政府は資本家に対しても資本金の確定,利

息の確定,人 事の処遇など経済上,政 治上の手法を用いて社会主義的改造 ・教

育を進めた。

こうして全産業にわたって行われた公私合営化は,資 本主義企業を基本的に

社会主義企業へと転換 して行 ったのである。.

11「 一 ・五 」 計 画 の 特 徴

「一一・五」 計 画 の特 徴 と して,以 下 の点 を指 摘 す る こ とが で き る。

5〕 「195・1年・憲 法 」o



中国中央集権的計画経済体制の形成と第一次五カ年計画(2>(471>67

1.自 己完結 的経済 の追求

「一.'・五」 計 画 の基 本方 針 は,重 工 業 優先 の工 業化 政 策 に よ っ て近 代 的 鉄 鋼,

機 械,燃 料,有 色 金 属,化 学 な どの 諸1:業 を確 立 す る こ とで あ った。 即 ち,動

力,燃 料 な どの工 業 部 門 の強 化,機 械 製 造工 業 の基 礎 確 立,化 学 肥 料 生 産 を 中

心 とす る 化学 工 業 の 第一 次 製 品 生 産 の 基 礎 の 確立,以 上 に よ る 自己 完 結 的 経 済

基 礎 の 確 立,工 業 製 品 の 白絵率 の 向上 に あ った。 そ れ は,過 去 ユ00年 に わ た り

植民 地,あ る い は半 植 民 地 と して の 支 配 を受 け て きた経 験 と,中 国 が 依 然 と し

て 帝 国 主義 の包 囲下 に あ る とい う認 識 か ら,社 会主 義 国 国際.市場 が す で に成 立

して い る に もか か わ らず,中 国 は これ に 加 わ らず,あ くまで も自給 的 工 業 国 を

目指 す とい う もので あ った 。

2.重 工業の優先的発展

既 に触 れ た よ うに,「 一 ・五 」計 画 の 投 資 配.分は 農業 部 門 へ の 投 資 を低 く抑

え,重 工 業 部 門へ の投 資 を優 先 的 に行 う とい う もので あ った 。 そ れ は ソ連 の そ

れ とほ ぼ 同 様 で あ った 。 しか し,中 国 の 「一 ・五 」 計 画 と ソ連 の 「一 ・五 」

(1929-1933年)計 画 を比 べ る と,両 者 間 に相 違 が 存 在 す る。 草 野 文 男 の分 析 に

よ れ ば6),重 工 業 建 設 に 要 す る厖 大 な投 資 は,ソ 連 の 「一 ・五 」 計 画 の場 合,

外 国 の援 助 や 外 資 導 入 にた よ らず,主 と して 国内 の資 本 蓄 積,全 人民 の節 約,

発展 す る農 工 業 の 内 部 の資 本 蓄積 に依 存 す る方 式 が と られ た 。 そ れ に対 して 中

国 の 「一 ・五 」 計 画 の 場合,自 国 の資 本 蓄 積,増 産,節 約 な ど に依存 す る...一方

で,ソ 連,東 欧 の 共 毒 圏諸 国か らの援 助,技 術 協 力 に よ り投 資 が 行 わ れ た。 こ

の点 は ソ連 と全 く違 う点 で あ る。 しか し,1960以 後 の 中 ソ対 立 の激 化 に伴 い,

中国 は外 国 の 援助 を 一切 受 け な い 自力 更 生 政 策 に転換 し,ソ 連 と全 く同 じ道 を

歩 む こ と にな った 。

ソ連 の 「一 ・五 」 計 画で は農 業 へ の投 資 比 率 は38%で,対 工業 投 資 比率27%

を大 幅 に上 回 って い た 。 そ れ に対 して 中国 「一 ・五 」計 画で は,農 業(水 利,

6)草 野文男 「中国経済の機能と構造」御茶の水書房,1982年,215-216ペ ージに詳しい。
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林 業 を含 む)へ の 投 資 は 全 体 の7.6%に と ど ま り,工 業投 資 比 率58,2%を は る

か に 下 回 って い た。

そ の 理 由 は,李 富 春 の報 告 に よ る と,「 五 カ 年 で は まだ 農 業 め 機 械 化 を広 範

に 実現 す る こ とが で き ない し,.層 大 が か りな水 利 の 建設 と林 業 の建 設 も全 面

的 に は展 開で きな い」ηた め で あ った 。即 ち.機 械 化 さ れ る以 前 の農 業 で は,労

働 力 の 有効 活 用 こ そが 重 要 で あ り,ま た,中 国 の 農業 の現 実 か ら して,大 規模

投 資 を行 っ て も充 分 な効 果 が 見 込 め な い か らで あ った 。

3.大 型企業の設立ないし最新の技術成果の採用

企業設立に際 して採用される技術の水準が,経 済成長に重大な影響を及ぼす

ことは明らかである。高い成長率を実現するため,「一 ・五」計画には大型 ・

中型 ・小型企業それぞれの利点を生か しなが らも,と りわけ大型企業の設立あ

るいは最新の技術成果の採用が重点的に組み込まれることになった。

鉄鋼業の例を挙げると,鞍 山鋼鉄公司(製 鉄所,遼 寧省鞍山市)の 設立に当

たり,「一 ・五」計画では,1953-1960年 の8年 間に採鉱所3.箇 所,選 鉱6箇 所,

焼結工場2箇 所,自 動化高炉6基,近 代化製鋼所3箇 所,延 臣工場16箇 所,

コークス炉10基,耐 火物工場2箇 所,合 計48に わたる投資事項が設定された816

これらの鉱山,工 場,事 務所の拡張 と新設に当たって,い ずれ もソ連の最新の

技術成果の採用が計画された。また,最 新技術の成果を採用する武漢鋼鉄公司

(製鉄所,湖 北省武漢市〉,包頭鋼鉄公司(製 鉄所,内 蒙古自治区包頭市)な ど

の近代的大型鉄鋼企業の設立も計画されていた。

4.工 業配置における内陸地区重視

中華人民共和国の成立以.前には,重 工業,軽 工業はともに沿海地区に集中的

7)李 富春 『中華人民 共和 国の国民経済発展のための第一次五 ヵ年計画につ いての報告1外 文 出版

社,1956年,26ペ ージ。

8)同E,31ペ ージ。
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に立地 していた㌦ こうした状況は中華人民共和国の成立以後,過 度期を経て

ある程度改善されたが,大 きな変化が見 られなかった。このような沿海地区へ.

の工業の集中という不均等な地域構造を改善 し,か つ工業の配置を国防強化の

条件に適合させるために,「一 ・五」計画において工業の地区配置の方針が決

められた。即ち,一 方では東北,L海 その他諸都市の工業の基礎を活用する,

とりわけ,鞍 山鋼鉄公司を中心 とする東北地区の工業基地に対 して,必 要な設

備の拡充を行 って生産力の上昇を実現 し,こ れにより国民経済の要求に応える

新 しい工業地域の建設を促すということが計画された。他方で華北,西 北,華

中などの地方で積極的に新しい工業基地の建設を進め,西 南地区では部分的に

工業の建設を行うことになった.こ のような方針に基づいて,大 中型694に の

ぼる建設項 目のうち,472箇 所が内陸地区に,222箇 所が沿海地区にそれぞれ配

置されることになった晦。これは,工 業配置における内陸地区重視を意味 して

いる。

5.社 会主義的改造手法の漸進性

「一 ・五」計画の基本目標は,農 業,手 工業,そ の他の単独経営経済と資本

主義工商業との社会主義的改造によって,社 会主義体制を確立しようとするこ

とにある。このような目標はソ連の 「一 ・五」 においても同様であった。 しか.

しその実施方式は,中 国の 「一 ・五」計画の準備期(過 度期)及 び計画前半期

のそれ とは異なっていた。例えば,ソ 連では 「一 ・五」計画策定以前には,労

農同盟を維持するために漸進的農業の協同化が推進され,富 農及び私営農業に

対する制限も穏便に行われていた。レか し 「一 ・五」計画策定後は,こ のよう

な漸進的政策が急進改革派に批判されたため放棄されざるをえな くな り,富 農

9)中 国の統計文献 によれば,沿 海地区では,遼 寧省,河 北 省,北 京市,天 津市,山 東省,江 蘇省,

上海市,浙 江省,安 徽省.福 建 省,広 東省,広 西チワン自治 区12の 省,自 治区,直 轄市 を含む。

その他は内陸地区である。

1D)薄.一 波 『若..r重大 な決定 と事件 につ いての回顧1(上 巻1中 共 中央 党校 出版社
,1991年,298

ペー ジ。
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の制限から階級的の敵としての富農の絶滅へと方針が転換 して,全 面的な集団

化が強行されたのである。手工業 と資本主義工商業についても,「一 ・五」計

画策定以前には,新 経済政策の実施のために資本主義の要素が一時的に容認さ

れていたが,「一 ・五」計画策定後は社会主義急進派が勢いを盛 り返したため,

急速に社会主義的経済への移行が推進された。中国でも過度期及び 「一 ・五」

計画の前半期においては,中 国経済に積極的な役割を果たした資本主義的7r:商

業を平和的に利用,制 限,改 造 し,国 家資本主義の形を通 じて次第にこれ らの

社会主義的経済形態への移行が進め られていた。農業及び手工業の集団化 も

徐々に実施されるだけで,そ のいずれも 「五カ年計画3回 分の期間を必要 とす

る」LL漸進的政策であった。しか し,1958年 以後の大躍進政策の実施のため,

結果的にソ連の社会主義路線と同様の途を辿ることとなった。

6.中 央集権的計画体制の導入

「一 ・五」計画は,過.去 ユ00年の立ち遅れの歴史を改め,ソ 連か らの援助 を

中心に据えて,中 国をT:業化された社会主義へ一歩前進させようとする画期的

な計画であった。従って,計 画を推進する上で必要な財政的,物 資的,技 術的

及び人的供給を確保するために,一ヒ述のような中央集権的計画経済体制が不可

欠とされた。こ.の中央集権的計画経済体制は,中 央政府 と地方政府の工業管理

権限及び政府 と企業の管理権限から言えば,い ずれも中央政府に権限が集中す

るという特徴を持っていた。

例えば,工 業企業管理において企業の主管部門管理が実施され,多 くの重要

企業は主管部門の直接管理(都 営企業〉に置かれている。基本建設項目管理に

おいて,大 中型建設項目の認可権は中央政府に掌握され,そ の投資は政府によ

り行われた。計画管理において企業の生産経営は,政 府の指令性指標(企 業総

生産額,主 要製品生産量,新 製品試作,重 要な技術基準,コ ス ト引下げ率,コ

ス ト引下げ額,労 働者総数,年 末労働者到達数,賃 銀総額,平 均賃銀,労

11)李 富膏,前掲報告,21ページ。
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働生産性,利 潤の12項 目から成る),指 令性製品の下で統...一運営される。企業

の物資管理において生産に必要な物資は,国 家による統一分配の物資(「 統配

物資」または 「統配」),中 央.各部による分配の物資(部 管物資),地 方政府,

あるいは企業による自主配分の物資(地 方管理物資)の 三種類に分けられ,計

画物資(「統配」と 「部管物資」)は政府より供給され,価 格 も政府により決定

される。企業の人事 ・労働管理において,労 働力は政府により配置され,責 任

者 も政府により.直接に任命される。彼らの賃銀水準と賃銀等級は政府により定

められる。企業の財務管理においては,企 業生産経営に必要な資金は政府財政

からの分配,あ るいは政府系銀行の貸付けにより調達され,代 わりに利潤のほ

とんどが政府財政に納付される。

これらは,社 会主義的建設 と社会主義的改造が始まったばか りで社会化体制

が必ず しも完全ではなく,非 社会主義的経済形態もまだ存在するという状態に

おいては,中 央の強力的統一管理が必要であるという考え方によるものであっ

た。

III「 一 ・五 」 計 画 の 目標 と実 績

上述のように,「一 ・五」計画の社会主義改造の目標は基本的に達成され,

大規模な経済建設において も計画を上回る成果が挙げられた。具体的に言えば

次の通 りである。

.1.工 業生産

「一 ・五 」 計 画 に沿 って,工 業 部 門 中 心 の 投 資 建 設 が行 われ た。 即 ち,工 業

部 門 を優 先 し,な か で も消 費 財 生 産 部 門(軽 工業)に 対 して生 産 財 生 産 部 門

(重工 業)に 力 点 を 置 く方 針 が 貫 か れ た。 投 資 の 実 績 か ら見 る と,5年 間で 基

本 建 設 投 資 の 総 額 は588.47億 元 で あ った が,そ の う ち.1.:業部 門 に40.50%(測

量 設 計 と建 築 装 飾 を加 え る と46,6%),農 業,水 利,林 業,気 象 部 門 に7.10%,

交通 運輸,郵 便 ・電信 ・電 話 部 門 にユ5.30%が 配 分 さ れ た(表 ユー7参照)。 さ ら
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表1-7「 一 ・五 」 計 画期 にお け る 基 本 建設 投 資 の実 績

〔単位=億 元,%)

ユ:業
測量設計
建築装飾

農業 ・水利

林業 ・気象

運輸 ・郵便

電信 ・電話

国内商業
対外貿易

文化 ・教育

衛 生

都 市
建 設

その他

投資額

比 率

250.26

40.50

35.90

6.10

41.83

7.10

90.15

15.30

2よ.40

3.60

44.56

7.60

14.43

2.50

89.94

15.30

出所=中 国統計局編 『1950-1985年 中国固定資産投資統計資料」 中国統計出版社,1985年,

7ユ,76,78ぺ ・一ジよ り作成。

表1-8「 一 ・五 」.計 画期 にお け る軽1.1..:業と重 工 業 の 基 本 建 設 投 資 実 績

〔単位:億 元,%)

投 資 額 比 率

軽 工 業 重 工 業 軽 工 業 重 工 業

1953年 4.98 23.36 17.60 82.40

1954年 6.74. 31.63 17.60 82.40

1955年 5.27 37.68 12.30 87.70

1996年 9.44 58.76 13.80 86.20

1957年 .11.〔}4 61.36 15.20 84.8D

「一 ・五 」 計 画期 37.47 212.79 15.00 85.0⑪

出所:前 掲 ド投資統計資料』表1-6,97ペ ージより作成。

に,.T=業 部 門投 資 額 の うち 重工 業 へ の投 資 は85.0%,軽 工 業 へ の投 資 が15.0%

で あ った(表1-7参 照)。

工 業 へ の投 資 比 率46.6%,そ の うち 重 工 業 へ の投 資 比 率85%と い う実 績 値 は,

そ れ ぞ れ 計 画 値 の58.2%と88.8%を 下 回 っ た もの の,「 一 ・五 」 計 画 の 工 業,

と りわ け重工 業重 視 の方 針 は ほぼ 貫徹 され た とい う こ とが で きる。

実 際 に,「.一 五 」 計 画期 に おい て 実施 に 移 され た大 ・中型 の 工 業 建 設 項 目

数 は921に の ぼ り,計 画 項 目数 を227上 回 って い る。1957年 末 に は.大 ・中型 建 設

694項 目の うち595項 目の 工 事 が 完 成 し,操 業 が 開始 され た12)。こ う して,銑 鉄,.

粗鋼,原 炭,発 電 設 備,セ メ ン ト,綿 紡錘,機 械 製紙 機 械 製 糖,な ど主 要 物

資 の.生産 能力 が大 幅 に増 加 した 。 た だ し,化 学 工 業 に対 す る電 力 や 石 油 な どの

エ ネ ル ギ ー供 給 の不 足 で,化 学工 業(硫 酸,ソ ー ダ灰,苛 性 ソ「 ダ,化 学 肥 料

12)山 内一男ほか,前 掲書,560ペ ージ。
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表1-9「 一 ・五」計 画期 における主要製品の新増 加生産能力

単 位 新増加生産能力 計画 目標 に対す る増加量

銑 鉄 万 トン 306.90 26.9⑪

粗 鋼 万 トン 278.90 25.90

原 炭 万 トン 6,376.00 491.00

鉱 山 機 械 万 トン 5554.00 一

発 電 設 備 万kw 246.88 41.88

ト ラ ッ ク 万台 3.00 皿

硫 酸 万 ト ン' 32.30 一

ソ ー ダ 灰 万 トン 24.60
』

苛 性 ソ ー ダ 万 トン 6.80

化 学 肥 料 万 トン 9.26 一.18.311

セ メ ン ト 万 トン 261.30 25.30

綿 紡 錘 万 トン ユ90.33 25.33

機 械 製 紙 万 トン 24.90 且翫40

機 械 製 糖 万 トン 62.00 19.20

出所:前 掲 「投 資 統 計資 料 』,132-140ペ ー ジ;新 華刊=編 「新 華 口報,1955年,第

8号,4-7ペ ー ジ よ り作 成P

表1-10「 一 ・五 」 計 画 期 に お け る 主 要1:業 製 品 生 産 量 の 実 績

単 位:
}957年 の

実 績 生 産 量

計画生産量に

対する比率(%)

1蜥 年の実績生産量

の対上952年増加量

粗 鋼 万 トン 535.00 296.00 ユ23.〔)0

発 電 量 億kwh 193.00 }66.00 34.00

煉 炭 億 トン 1.30 96.00 1,701.50

原 油 万 トン 146.00 235.00
一55

.20

セ メ ン ト 万 トン 686.00 140.00 86.60

機 関 車 台 167.00 735.00 一33 .00

機械 製 紙 万 トン 91.00 146.00 25.50

綿 布 万 メー トル 50.50 32.00

一

機械 製 糖 万 トン 86.40 92.00 ユ7.80

煙 草 万箱 446.00 68.00 一24,00

出所1中 国 統 計 出 版 社 編 「中国 統 計 年 鑑 』19明 年,220-2蹄 ペ ー ジ;前 掲 『新 華

口WY1955年,第9号 、133ペ ー.・ジ。
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な ど)は 低 い 水 準 に と どま った(表1-9参 照)。

新 規 企 業 の設 立,工 業 企 業 生 産 能 力 の拡 大 に よ り,工 業総 生 産 額,主 要工 業

製 品 の 生 産 量 は大 幅 に増 加 した。 「一 ・五 」 計 画 期 ゐ工 業 総 生 産 額 の 年 平 均 成

長 率 は18%に 達 し,]標 とされ た(近 代 工 業)の15.3%を 上 回 った1㌔ 原 油,

機 関 車,煙 草 な どを 除 く多 くの 主 要.[業 製 品 の 生 産 量 も,表1.一10の よ うに計

画値 を上 回 っ た。

さ ら に,航 空 機,自 動 車,大 型機 械,精 密 機 械 及 び重 要 非 鉄 金 属 精 錬 な どの

新 しい工 業 部 門 の形 成 と工 業技 術水 準 の 向上 に伴 って,多 くの 工 業部 門 で新 製

品 が 生 ま れ,工 業 製 品 の国 内 自給 率 が 向 上 した。 例 え ば鉄 鋼 業 で は,1957年 に

4、OOO種 類 の 製 品が 生 産 され て お り,自 給 率 は86%に 達 して い た1%

2.農 業生産

「一一 五 」 計 画 期 の 農 業 生 産 顛 の 年 平 均 成 長 率 は4.5%で,目 標 とさ れ た

4.3%を 上 回 っ た。1957年 に 食 糧 の 生 産 量01.95億 ト ンに 達 し,対1952年 比

19%増,綿 花 の生 産量 は164万 トン,対1952年 比25,8%増 で あ った1%し か し,

対 農 業投 資 の 不足 及 び こ の 間 の 自然.災害 の 影 響 で,上 記以 外 の 農 産物 につ い て

は ほ とん ど 目標 を達 成 す る こ とが で き なか った 。

3.交 通運輸 と郵便 ・電信 ・電話事業

「一 ・五 」 計 画 期 にお け る対 交 通 運 輸,郵 便 ・電 信 ・電 話 投 資 額 は90.15億

元(表1-7参 照)で,計 画 投 資 額 を9.8%超 過 した 。 そ の 結 果,1957年 の 全 国

鉄 道 総 延 長 距 離 は29,862キ ロで,対1952年 比21.8%増,河 川航 路 は14万 キ ロ 強

で,対1952年 比51.6%増,供 用 自動 車 道路 は25万 キロ強 で,1952年 に比 して 倍増

して お り,飛 行 航 路 も2.6万 キ ロ強 で,1952年 に比 して 同 じ く倍 増 して い た]5}。

13>国 家統計局編 『中国統計年鑑』 中国統計出版社.1984年,198ペ ー ジ。

14)新 華社編r新 華半 月刊11958年,第2号,57ペ ージ。

15>日 中経済専門家共同編集r現 代 中国経済辞典』 日本総研出版,1982年,77ペ ージ。
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こ れ に よ っ て,19留 年 の 全 国鉄 道 貨 物 の 輸 送 量 は80、365万 トン に の ぼ り,対

1952年 比255%増,総 輸 送 量 は1,810億 トン キ ロに 達 し,対1952年 比237.5%増

と な っ た。 ま た,郵 便 配 達 路 線 は222.26万 キ ロで,対1952年 比72.3%増,電 信

は209.4万 キ ロ で,対1952年 比137.4%増 で あ った 。 郵 便 ・電 信 ・電 話 業 務 量 は

2.94億 元 で,対1952年 比79.2%増 とな った171。

しか し,こ れ で輸 送分 野 の 隘路 が 解 消 され た の で はな く,建 設 と開発 の進 展

に追 い つ げな い輸 送 面 の 陸路 は依 然 残 って い た 。例 え ば工 業 総 生 産 額,貨 物 輸

送 量,郵 便 業 務 量 の 増 加 率 を比 較 す る と,ユ956年 に工 業 総 生 産 額 の対 前 年 比

28.1%増 に対 して,貨 物 輸 送 量 は13.8%増,郵 便 業 務 業 は25,2%増 に と ど ま つ

だ8)。 ま た,輸 送 路 と郵 便 路 線 の新 設 は 主 と して 西 北 か ら西 南 に偏 在 し,沿 海

地 区,既 存 工 業 地 区 の在 来 線 の 拡 充 が新 設 に比 して等 閑 に附 され た た め,経 済

建 設 が 軌 道 に乗 る につ れ て,資 源,原 材 料,製 品 の流 通 を著 し く制 約 す る こ と

に な っ た。

4.商 業 生 産

商 業 部 門 は 生 産 の 発 展 に 即 応 し て 拡 大 し た 。 ユ957年 の 一 般 小 売 総 額 は474,2

億 元,1952年 の そ れ の276,8億 元 に 比 し て71.3%の 増 加 で あ っ た1%国 家 が 国 営

商 業.及 び 販 売 協 同 組 合 を 通 じ て 買 い 付 け た 農 産 物 価 額 は1957年 に217.5億 元 に

の ぼ り,1952年 の140.8億 元 に 比 し て54.5%の 増 加,五 年 間 の 総 買 付 け 額 は 合

計962.7億 元 で あ っ た ∋D〕。 同 じ く 国 家 が 農 村 に 販 売 し た 各 種 生 産 手 段 額 は1957

年 に32.6億 元 に 達 し,1952年 の14,1億 元 に 比 して131.2%の 増 加,5年 間 の 総 販

売 額 は142億 元 で あ っ た2D。 国 家 が 徴 収 し た 食 糧 は1953一]957年,5年 間 で

1,666億 斤,買 い 付 け た も の は 同 じ く5年 間 に2,690億 斤 で あ っ た 。 両 者 合 計 は

16}国 家統計局編 『偉大な十年』 人民出版社,1959年,127-128ペ ー ジ。

17)国 家統計局,前 掲年鑑,293-296ペ ー ジ。

18)圧 海波,前 掲書,505ペ ージひ

19)国 家統計局,前 掲年鑑,345ペ ー ジ。

20)同 上,364ペ ージ。

21)国 家統計局,前 掲 書,144-156ペ ー ジを参照されたい。
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1953-1957年 食 糧 総 収 穫 量(精 米 換 算 〉 の28%に 相 当 した 。 そ の うち,対 農 村

販 売 分 を差 し引 い た 国家 の実 質 的 な食 糧 徴 収 量 は2.592億 斤 で あ り,食 糧 総 収

穫 量 の16.6%で あ っだ2,。 さ らに,農 村市 場 にお け る工 業 製 品 の小 売価 格 を維

持 し,農 産物 の.買付 け価 格 を引 き上 げ る こ と に よ って,1957年 の全 国農 産 物 の

小 売 価 格 は1952年 の そ れ と比 べ て22.4%の 上 昇 を示 した 認♪。 こ う して,工 業 製

品価 格 と農 産 物価 格 の格 差 が縮 小 し,農 民 の 所 得 が 増 加 し,生 活 が あ る程 度 改

善 され た 。 「一 ・五 」 計 画 期,農 産 物 価 格 の 引 上 げ に よ り,農 民 の所 得 は約11⑪

億 元 増 加 したの で あ る牝

5.文 化 ・教育 と科学技術事業

「一 ・五 」 計 画 期 で は,経 済 建設 に必 要 な各 種 の人 材 を確 保 す るた め に,現

有 の各 種 人 材 を合 理 的 に運 用 す る と同 時 に,大 学,専 門学 校 、 中学 校 な どの 新

設,技 術 者,教 員,幹 部 の業務 レベ ルの 強 化,向 上 に よ って,新 しい 各 種 の 人

材 の養 成が 必 要 で あ る と中国 政 府 は考 えた。 そ の対 策 の重 要 な一 環 と して,文

化,教 育,科 学 技 術 へ の投 資 が 増 加 した ので あ る。 「一 ・五 」 計 画 期 に お い て

文 化,教 育,衛 生 へ の 投 資 額 は44.56億 元 に達 し,計 画 投 資 額 の30.2億 元 を

47.5%上 回 っ た。 これ に よ って,文 化 ・教 育 ・科 学 研 究 事 業 は長 足 の進 歩 を遂

げ た 。 計 画 期 間 にお け る大 学,中 等 専 門 学 校 へ の 進 学 者 数 はそ れ ぞ れ44.1万 人,

77,8万 人で,1952年 の19.1万 人,63.6万 入 に比 して そ れ ぞ れ230.8%,339.9%.

の 増 加 を示 した こ とに な る。大 学 ・専 門学 校 卒 業 生 数 が26.9万 人,中 等 専 門学

校 卒 業 生が84.2万 人,普 通 中 学校 へ の 入 学 者 数 は875万 人 に達 した25,。さ ら に,

全 国科 学研 究 機 関 数 は5⑪0を 超 え,そ の研 究 人 員 は2万 人 強 に のぼ り,1952年

に比 して5年 間で2倍 以 上 に増 え た2帥。

22)同 上,151ペ ー ジ。

23)同 上,153パ ー ジ。

24)同 上,150ペ ー・ジ。

25)同 上,170-172ペ ー ジ を参 照 され たい 。

26)国 家 統 計 局 『国 民 経 済 発 展 の た め の 第一 次 五 カ 年(1953-1957〕 計 画 実 施結 果 につ い て の公 報 ∫

を 参.照 され た い。
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こ こで特 筆 す べ きな の は,1956年2月,留 学 生 帰 国 奨励.工作 組 の 「資 本 主 義.

国で の留 学 生 の帰 国 奨 励 問 題 に つ い て の報 告 」 に対 す る指 示 の なか で,中 国 政.

府が,「 現 在 まだ 資 本 主 義 国 に留 学 して い る留 学 生 は約7,000人 い る。彼 ら は高

級知 識 人で あ り,専 門 知 識 を持 って い る 。 しか も,専 門家 と高 級 技 術 者 が 多 い 。

彼 らの 帰 国 は 目下 の 社 会 主義 の 建 設 に重 要 な 意 義 が あ る もの で あ る」E7)と,強

調 した こ とで あ る。 この 指 示 は そ の 後 も効力 を発 揮 して,経 済 建 設 に必 要 な 人

材 の確 保 に積 極 的 な役 割 を果 た した 。

6.人 民の生活

「...・・.五」 計 画 期 にお け る工 農 業 隼 産 の発 展 に伴 い,こ の 間 に人 民 の 生 活 水

準 も大 き く上 昇 した。1957年 末 の 労 働 者 数 は2,450.6万 人 で,1952年 よ り55,1%

増 加 して い る。 そ の 平 均 賃 銀 は637元,対1952年 比42.8%の 増 加 で あ る墾,。住

民 の 消 費 水 準 も大 い に 向 上 した 。1957年 の全 国住 民 の平 均 消 費 額 は102元(農

民 は79元,非 農 業 住 民 は205元)で,1952年 比 して22.9%(農 民 は17.1%,非

農 業住 民 は26.3%)向 上 して い るε9〕。 ま た この.5年 間 に国 家 が 労働 者 の た め に

支 出 した労 働 保 険 金,医 薬 費,福 祉 費 の合 計 は103億 元 に の ぼ った 鋤。 ユ957年

に労 働 保 険 金 を受 けた労 働 者 数 は1,150万 人 で,1952年 の330万 人 か ら3倍 半 の

増 加 を 示 して い る。公 費 医療 を 受 けた労 働 者 数 は657.2万 人 で,1952年 の400万

人 に比 して64.3.%の 増 加 で あ っ た。 国 家 投 資 に よ る労 働 者 の 新 築住 宅 は1,462

万m2で あ り,全 国 農民 の所 得 は1952年 に比 して27.9%増 加 した31}。

IV「 一 ・五 」 計 画 の 内在 矛盾 とその 評 価

「一 ・五 」 計 画 期 の 経 済 実 績 か ら 見 て,そ の 目標 は 経 済 建 設 の 面 で も社 会 主

27)国 防大学党 吏党建政工数酥蜜編 「中共党史教 学参考資料」 〔第21巻)国 防大学出版社,19紹 年,

189ペ ー ジ。

28}国 家統計局,前 掲書,159-161ペ ー ジを参照 されたい。

29)国 家統計局,前 掲年鑑,454ペ ージ。

卸}国 家統計局,前 掲公報 を参照 されたい。

31}国 家統 計局,前 掲 昔,191-195ペ ー ジを参照 されたい。...己....・
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義 的 改 造 の 面 で もほ ぼ 達 成 さ れ た とい う こ とが で き る。 生 産 力 の 上 昇 と社 会 主

義 的 改 造 の 形 式 的 実 現 とい う事 実か ら た しか に そ の よ う に言 う こ とが で きる が。

しか し,計 画実 施 過 程 に お い て 多 くの深 刻 な歪 み と構 造 的 な問 題 が 生 み 出 さ れ

た こ とは否 定 で きな い 。 こ こで,い くつ か の主 要 な問 題 点 を見 て み る こ とに す

る。

1,基 本建設規模過大の問題

「一 ・五 」 計 画 期 にお け る社 会 主 義経 済建 設 は総 じ.て順 調 で あ り,「 一 ・五 」

計 画 の 目標 も基 本 的 に実 情 に適 合 した もの で あ っ た と言 え るが,い くつ か の 例

外 も存 在 す る。 それ は主 に1953年 の 「小 暴 進 」 と1956年 の 「暴 進 」 に現 れ て い

る。

1953年 ゐr小 暴 進 」 め主 な原 因 は,1953年 の 建 設規 模 の過 大 さ に求 め られ る。

1953年 の工 業 を 含 む 実 績 は 前 年 度 実 績 を107.6%上 回 った 。 し か し,こ れ を賄

う国 家 財 政 収 入 は21.3%し か 増 加 して お らず,基 本 建 設 の三 大 物 資 で あ る鋼 材,

セ メ ン ト,木 材 に それ ぞれ38.7%,35.7覧,42.3%の 増 加 に とど ま った 。 また,.

一 般 消 費財 の 需 要 が25 .8%増 加 した が,消 費 財 の供 給 は18.7%の 増 加 に と ど

ま った 鋤。 これ は,建 設 規 模 に相 応 した 資 金(と りわ け国 家 財 政 収 入)と 物 資

の供 給 の不 足 を招 い た 。 この 問題 に対 処 す るた め に,中 国 政 府 は1953年8月 と

9月 に企 業 に相次 い で 緊急 通知 を下 達 し,生 産 増 加,.収 入 増 加,節 約励 行,支

出縮 小,国 家 予 算 均 衡 な ど増 産節 約 の政 策 を進 め る こ と に した 。

こ う した 政 策 の実 施 に よ っ て,そ の 後1954-1955年 に は 国 家 財 政 収 支 が.一時

的 に好 転 し,建 設 規 模 の 過 大 さに伴 う諸 問題 は解 決 され た か に見 えた が,1956

年 に入 る と この問 題 は再 び 「累 進 」 に よ り顕 在 化 した 。

1956年 の 基 本 建 設 投 資 総 額 は155.28億 元 で,.前 年 実 績 の100.36億 元 に 比 して

54.7%の 増 加 で あ っ た。 これ に対 して,国 家 財 政 収 入 は5.7%増 に 過 ぎな か っ

た 。1956年 の工 農業 総 生 産額 は1955年 に比 して14.5%増 加 し,そ れ に伴 い 労 働

32)国 家統計局,前 掲年鑑.255-256,301,4]7ペ ージ。
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者 数 もか な りの 増 加 を示 した 。1956年 の労 働 者 数 は対 前 年 度比84万 人増 と計 画

さ れ たが,実 際 に は230万 人 の 増 加 を 見 た 。 そ れ に 応 じて賃 銀 総 額 も増 大 した 。

1956年 の国 営 企 業 労 働 者 の賃 銀総 額6:1955年 の それ に比 して37%増 加 したが,

消 費 財 生 産 部 門(軽 工業)の 生 産 額 は20%増 に 過 ぎ な か った鋤。 そ のた め 国家

財 政収 支 は18.3億 元 の 赤字 を記 録 した。 そ の結 果,基 本 建 設 速 度 は減 速 を余 儀

な くさ れ た。 国家 財 政 収 支 の赤 字 は,こ れ まで の財 政 の 繰 越 し16.5億 元 の ほか,

銀 行 か らの1.8億 元.の借.入れ で賄 わ れ る こ と に な っ た。 さ ら に,同 年 貸 付 け額

の増 大 のた め に貨 幣 を増 発 せ ざ る を得 な くな った 。1956年 の貨 幣流 通 量 は1955

年 の そ れ を16,9億 元 上 回 った。1956年 の生 産 財 部 門 の生 産 と消 費 財 部 門 の生 産

はか な り増 加 した に もか か わ らず,需 給 不 均 衡 は依 然 と して存 在 しつ づ けた 。

同年 小 売 商 品 の供 給 額 と消 費 購 買 力 と の差 額 は25.6億 元 に達 した。 そ の た め,

約20億 元 の在 庫 商 品 が調 達 さ れ ざ るを得 な くな った鋤。

た しか に,1956年 の 基 本 建 設 投 資 増 加 分15-20億 元 は.基本 建 設 投 資 総 額 の

5-6%,小 売 商 品 の総 供給 額 と総 消 費購 買 力 との 差 額25.6億 元 は 総 消 費 購 買 力

の5.3%と,そ れ ぞ れ わ ず か な比 率 を 占め る に過 ぎな か った の で35),「過 熱 」 は

局 部 的 な もの と考 えて も よい が,未 だ 脆 弱 な国 力 を過 大視 し功 を焦 った結 果,

国 民 経 済 の 不均 衡 を もた ら し,そ の後 の 中国 経 済 に悪 影響 を与 え続 け て い る。

2.重 工業の優先的発展の問題

社.会主義1.:業化の基礎を確立するために.「一 ・五」計画期間の基.本建設投

資は工業,と りわけ,重 工業を優先するものとなった。このような重..1:へ の

優先投資を実施するためには,当 然に工業製品 と農産物との不等価交換が前提

とされ,「統一買付け,統..・販売」.が要請された。.それは国家が.農村の余剰(自

家消費分を差 し引いた販売 ロ∫能 な)食 糧 を,い わゆる公定価格で農家か ら.

33)同 上,301ペ ー ジ。

34)新 華 社,前 掲 誌,4ペ ー ジ 。

35)同 上,18-19ペ ー ジ。
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買 い付 け,そ れ を都 市 住 民 と食 糧 不 足 農 民 に 配給 す る もので あ った 。 そ れ は 食:

糧 品 市場 の統 制 と自 由販 売 の禁 止 と を意 味 した 。 この よ うな低 価 格 食 糧 供 給体

制 が 国 営企 業 で の低 賃 金 労 働 者 の雇 用,大 規 模利 潤 の 上納 を可 能 に して いた 。

しか し,こ の よ うな 農業 を犠 牲 にす る政 策 に よ り,農 村 で は食 糧 危 機 が 発 生 し.

政 府 の 政 策 に対 す る農 民 の 不 満 が高 ま っ た。 政 府 も こ う した事 情 を 配慮 せ ざ る

を得 な くな った 。1953年 の 政 府 の農 産 物 買 付 け量 は2210万 トンで,ユ952年 の

ほ ぼ2倍 で あ っ た。1954年 に は さ らに 前 年 買 付 け量 を350万 トン上 回 った 。 因

み に,1954年 は不 作 の 年 で あ った 。 そ の 結果,農 民 の不 満 は 当然.高ま った の で,

1955年8月 に政 府 は 「統 一 買 付 け」 を 削 減 し,1955年 の買 付 け量 を1954年 の そ

れ よ り214万 トン引 き下 げ た路)。

3.社 会主義的改造の問題...

「一 ・五 」 計 画 で は農業,手 工 業,そ の他 の単 独 経 営 経 済,及 び 資 本 主義 的

工 商 業 に対 す る社 会 主 義 的 改造 が,漸 進 的,階 段 的 に進 め られ る こ とに な って

い た。 実際,そ の初 期 に おい て 計 画 は た しか に予 定 した通 りに進 め られ,大 き

な 成 果 を挙 げ た 。 それ は,当 時 中国 の 実情 に基づ い た 中 国政 府 の正 確 な判 断 の

結 果 で あ る とい う こ とが で きる。 しか し,そ の後 の一 連 の施 策 は,計 画 を上 回

る規 模 と速 度 を も って行 われ た。 それ に よ って経 済 に不 均 衡 が もた らされ た。

一 例 と して
,農 業 の社 会 主義 的改 造 につ い て挙 げて 布 く。

「一 ・五 」 計 画 で は,.1957年 まで に 全 農 家 戸 数 の1/3前 後 を 初級 農 業 生 産合

作 社 に 加 入 さ せ る こ と,第 二 次 五 カ年 計 画(1958一]962年)で は ほぼ 全 農家 を

初 級 合 作 社 に組 み 入れ る こ とが 計 画 さ れ て い た 。 しか し,1957年 まで にす べ て

の 農 家 が 高 級合 作 社 に組 み 込 まれ た 。 農 業 集 団 化 の 進 行 が あ ま りに も速 か った

た め に,そ れ に対 す る農 民 の強 い 不 満 と抵 抗 が 起 こ った 。

中 国 の 農 業 の社 会 主義 的改 造 は そ の初 期 に おい て は漸 進 的,階 段 的 に進 め ら

れ,農 民 の 支 持 を 得 て い た が,初 級 農 業 生 産 協 同組 合 の 組 織 が 広 が り始 め た こ

36)山 内一男ほか,前 掲書,11ペ ージ。
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ろ よ りそ の 速 度 が 高 め られ,農 民 の 問 の政 府 へ の 不 満 も高 ま った 。 農村 工 作 要

員 が 性 急 に農 民 に 加 入 を 強制 した り,協 同組 合 の 自主 権 が 損 わ れ た り,規 摸 が

大 き くな り過 ぎて,生 産性 の高 い農 民 の利 益 を侵 した りした こ とな どが,彼 ら

の 不 満 を 招 くこ とに な った ので あ る。.

この よ うな状 況 に対 して,1955年1月 に 中共 中央 は 「農 業 生 産協 同組 合 の整

頓 ・強 化 に つ い て の通 知」 を下 達 し,地 域 の 状 況 に応 じて協 同 組合 を 「停 止,

縮 小,適 宜 の 発展 」 させ る とい う方 針 を採 る に至 った 。 しか し,1955年7月 に

開 催 さ れ た省,市,自 治 区党 の書 記 会 議 で の 「農 業 生 産協 同組 合 につ い て の 問

題 」 とい う毛 沢東 の報 告 に よ り,農 業 生 産協 同 組 合 化 が加 速 した。 この報 告 で

毛 沢 東 は,全 国農 村 に お い て 「新 しい 社 会 主 義 大 衆 運 動 が 間 もな く到 来 す る」

と指摘 し,農 業協 同組 合 化 を遅 らせ よ う とす る動 きを 「纏 足 した女 の よ ち よ ち

歩 き」 と批 判 した371。そ の 結 果,中 共 中 央 は 農 業 生 産 協 同 組 合 に つ い て の 決

議 」 を行 い,農 業 生 産 協 同組 合 を 「運 動 」 と して 強 力 に推 し進 め,そ の結 果,

「農 業 生 産協 同組 合 の高 ま り」 が もた ら され るに 至 った。 今 や 農業 協 同組 合 は,

「労働 に応 じた分 配」 す なわ ち土 地 な ど生 産 手段 の私 有 制 を認 め る初 級 農 業 生

産協 同 組 合 か ら,「 労 働 に応 じた分 配 」 が 認 め られ ず,上 地 な どの 生 産 手段 が

私有 か ら公 有 に移 され る高 級 農 業 生 産 協 同 組 合 へ の移 行段 階 に 入 っ た とされ る

ま で に な った。

こ う した性 急 な 農業 生 産 協 同 組 合 運 動 は 農 民 の労 働 意欲 を大 き く損 ない,農

業 生 産 の発 展 を 阻害 した 。 この 点 は,農 業 生 産額 の推 移 に も現 れ て い る。 中国

の 農 業 総 生 産 額 は,1952年 の そ れ を100と した 場 合,ユ953年103.1,1954年

1⑪3.4,1955年107.6と 上 昇 した もの の,1956年 に は逆 に105.0へ と低 下 し,1957

年 に は さ らに103.6に 落 ち込 ん だ 。 ま た,生 産 額 は1953年510億 元,1954年535

億 元,1955年575億 元,1956年610億 元,1957年537億 元 で あ った罰。

37)毛 沢 東 「農 業 生 産協 同 組.合 に つ い て の問 題 」 法 律 出版 社,1956年,5-6ペ ー ジ.

38)国 家 統 計 局,前 掲 年 鑑,20ペ ー ジ。
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4.中 央集権 的計画体制の問題

「一 ・五」 計 画 の計 画 化 の持 つ 基 本 的 な性 格 は,中 央 集 権 的統 一 管 理 とい う

もの で あ った 。即 ち,主 要 な計 画 はす べ て 中 央 が掌 握 し,地 方 政 府 の 自主 権 は

小 さ な もので あ っ た。 勿 論 この よ うな 統 一 管 理 の方 式 は 国家 計 画 を強 力 的,

効 率 的 に推 進 す る こ とが で き る とい う点 で積 極 的 な意 義 を もっ て い たが,そ の

反 面,そ れ は 各地 区 の実 情 を無 視 す る欠 陥 を も内 包す る もので あ っ た。 従 来 の

中 国 国 民経 済 の実 態 が きわ めて 複 雑 で あ るば か りで な く,各 地 の経 済 発 展 状 況

や 資 源 配 分状 況 が 異 な る た め,統 一 管 理 はそ もそ も 困 難 で あ っ た。 さ ら に,

「一 ・五 」計 画期 後 半 に入 る と農 業,手 工 業,そ の他 の単 独 経 営 経 済,資 本 主

義 的 工 商.業の改 造 が急 速 に進 展 し,協 同 組 合,公 私合 営 が 拡 大 した上 に,ソ 連

の 援助 項 目を 中心 とす る社 会 主 義 建 設 も軌 道 に乗 り始 め て い た ので,中 国 の経

済 は 一層 多様 化 し,複 雑 化 して きた 。 従 って,従 来 の よ うにす べ て を 中央 の計

画 で 統 一 管理 す る方 式 を堅 持 す る こ とは,企 業 及 び労 働 者 の生 産 意 欲 を 阻害 し

た の み な らず,地 方 計 画 と の調 整 協 力 を困 難 な もの に した 。 こ う して,党 と政

府 の 内外 か ら統.一管理 体 制 に対 す る批 判 が起 こ り,1956年,そ の改 革が 始 め ら

れ た の で あ る 。


